
道路運送車両の保安基準【2012.7.26】 

第18条の2（巻込防止装置等） 
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 （巻込防止装置等） 

第18条の2 貨物の運送の用に供する普通自動車及び車両総重量が8トン以上の普通自動

車（乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類す

る自動車を除く。）の両側面には、堅ろうであり、かつ、歩行者、自転車の乗車人員等

が当該自動車の後車輪へ巻き込まれることを有効に防止することができるものとして、

強度、形状等に関し告示で定める基準に適合する巻込防止装置を備えなければならな

い。ただし、歩行者、自転車の乗車人員等が当該自動車の後車輪へ巻き込まれるおそれ

の少ない構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この限りでな

い。 

２ 巻込防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し

告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

３ 自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型

特殊自動車（ポール・トレーラを除く。）、小型特殊自動車並びに牽引自動車を除く。）の

後面には、他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを有

効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示で定める基準に適合す

る突入防止装置を備えなければならない。ただし、突入防止装置を備えた自動車と同程

度以上に他の自動車が追突した場合に追突した自動車の車体前部が突入することを防止

することができる構造を有するものとして告示で定める構造の自動車にあつては、この

限りでない。 

４ 突入防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し

告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

５ 貨物の運送の用に供する自動車（三輪自動車、被牽引自動車及び前部潜り込み防止装

置を備えることができないものとして告示で定める自動車を除く。）であつて車両総重量

3.5トンを超えるものの前面には、他の自動車が衝突した場合に衝突した自動車の車体前

部が潜り込むことを有効に防止することができるものとして、強度、形状等に関し告示

で定める基準に適合する前部潜り込み防止装置を備えなければならない。ただし、前部

潜り込み防止装置を備えた自動車と同程度以上に他の自動車が衝突した場合に衝突した

自動車の車体前部が潜り込むことを防止することができる構造を有するものとして告示

で定める自動車にあつては、この限りでない。 

６ 前部潜り込み防止装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法

等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。 

  


